
検査項目 検査内容 根拠法令等 ﾁｪｯｸ

（1）資格の確認
医療従事者が必要な資格を有しているか確認するため、免許証の写しを保
管しているか。

(発医第158号昭和55年9月20
日)

（2）職員の健康管理

職員に対して必要な健康診断を実施しているか。
　　・定期健康診断
　　・雇用時健康診断
　　※特殊業務従事者健康診断

医療法第15条/労働安全衛生
法第66条～71条の4/労働安全
衛生規則第43条～61条/電離
放射線障害防止規則第56条

①診療録が適切に作成され管理・保存されているか。
　＜診療録記載事項＞
　　ア：診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
　　イ：病名及び主要症状
　　ウ：治療方法（処方及び処置）
　　エ：診療の年月日
　　※医師が複数いる場合は署名（サイン）することが望ましい。

歯科医師法第23条1項
歯科医師法施行規則第22条

②診療録は５年間保存されているか。 歯科医師法第23条2項

（2）診察室 室内の清潔・整頓が保たれているか。 医療法第20条

（3）処置室等
①医療用具等が清潔を保つように十分手入れがされているか。
②室内の清潔・整頓が保たれているか。

医療法第20条

（4）院内掲示

診療所内の見やすい場所に定められた事項が掲示されているか。
　①管理者の氏名
　②診療に従事する歯科医師の氏名
　③診療日及び診療時間

医療法第14条の2第1項

（5）医療広告
屋外の看板（又は通行人から見える院内表示物）に標榜科目以外の診療科
目や広告できない内容が掲示されていないか。

医療法第6条の5
医療広告ガイドライン

（1）陳列・保管
①医薬品の保管条件（温度、吸湿性、遮光など）に合った管理をしている
か。また、医薬品の使用期限が切れていないか。

②医薬品を保管する冷蔵庫内の温度を毎日確認し記録を残しているか。

①「毒薬」は、その直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもってそ
の品名及び「毒」の文字が記載されているか。

②他のものと区別して貯蔵・陳列してあるか。
　※一か所に集まっていることが望ましい

③貯蔵する場所が施錠されているか。

①「劇薬」は、その直接の容器又は被包に、白地に赤枠、赤字をもってそ
の品名及び「劇」の文字が記載されているか。

②他のものと区別して貯蔵・陳列してあるか。
　※一か所に集まっていることが望ましい

①毒物又は劇物の盗難又は紛失を防ぐために必要な措置を講じているか。
　※劇物・毒物は他のものと区別して鍵のかかる専用保管庫に保管してい
るか。

毒物及び劇物取締法第11
条

②毒物・劇物を陳列・保管する場所には、「医薬用外劇物」、「医薬用外
毒物」の文字を表示しているか。

毒物及び劇物取締法第12
条

③不要になった毒物・劇物は適切に廃棄処分しているか。
毒物及び劇物取締法第15
条の2

④毒物劇物管理簿を作成し、毒物劇物の使用量や残量を把握しているか。

⑤毒物劇物危害防止管理規定を整備しているか。

医薬品医療機器等法第44条、
第48条

（2）毒薬

（3）劇薬

【R6.4.1改訂版】

１　医療従事者の状況

２　医療体制・設備の状況

３　医薬品管理の状況

診 療 所 自 主 検 査 表（歯科診療所版）

前橋市保健所　保健総務課　医事薬事係

（1）診療録

これは、貴院の安全管理等についての自主点検を目的としたチェックシートです。
良質な医療の提供に向けて、この検査表に基づいて年１回以上の自主点検を実施してください。

医薬品医療機器等法第56条

（4）毒物・劇物

医薬品医療機器等法第44条、
第48条
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①盗難防止のため、保管場所もしくは部屋全体に施錠できる状態で保管・
管理されているか。

麻薬及び向精神薬取締法施行
規則第40条2項

②１種・２種については譲受けの記録を残し、２年間保存しているか。
　※購入伝票の保管で代用可

麻薬及び向精神薬取締法第50
条の23第1項3号

高温・多湿にならないよう管理しているか。

引火性の薬品等が火気の近くに保管されていないこと、さらに不燃物の保
管庫に保管されているか。例）アルコール類、エーテル類、ベンゼン、ク
ロロホルム

（7）処方せん

①医師は､処方せんに次の内容を記載し、記名押印又は署名しているか。
　患者の氏名／年齢／薬名／分量／用法／用量／発行年月日／使用期間／
　医療機関の名称及び所在地又は医師の住所
　※院内処方せんの場合には、上記使用期間、医療機関の名称及び所在地
　 又は医師の住所は省略可。医師の記名押印又は署名は氏名の記載で
可。
　※処方せんの必要記載事項を診療録に記載すれば処方せんとして兼用で
　 きるが、薬剤師がいる場合は処方せんの作成が望ましい。

薬剤師法第23条
歯科医師法施行規則第20条

（1）装置の届出
①手続きが適正に行われているか。
届出されていない放射線機器を設置していないか。

医療法施行規則第24条の2、
第29条

①管理区域の標識が掲示されているか。
医療法施行規則第30条の16第
1項

②放射線取扱施設の目につきやすい場所に放射線障害の防止に必要な注意
事項が掲示されているか。（患者用、従事者用）

医療法施行規則第30条の13

③管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置(注意表示)がとられ
ているか。

医療法施行規則第30条の16第
2項

④装置を使用している時は、エックス線診療室の出入口にその旨を表示し
ているか。※｢使用中｣ランプ等

医療法施行規則第30条の20第
2項第1号

放射線障害が発生するおそれのある場所について､診療開始前（開院前）
及び診療開始後６ヶ月を超えない期間毎に１回放射線の量及び放射性同位
元素による汚染の状況を測定しているか。また､その結果に関する記録を
５年間保存しているか。

医療法施行規則第30条の22

医師、診療放射線技師、看護師等の放射線診療従事者に対して、被ばく防
止の措置（防護衣等）を講ずるとともに所定の測定(ガラスバッチ､フィル
ムバッチによる測定が一般的)を行い、被ばくする線量が限度を超えない
ようにしているか。

医療法施行規則第30条の18

（4）装置及び器具の
使用時間の記録及び
保存

各室ごとに装置又は器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し､これを
１年ごとに閉鎖し､閉鎖後２年間保存しているか｡
ただし､その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ所定の線量
率以下になるように遮へいされている室については､この限りでない｡

医療法施行規則第30条の23第
1項

診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく所定
の事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は
歯科医師の署名を受けているか。
　※医師が照射する場合は必要ないが、運用上は作成が望ましい。

診療放射線技師法第28条

照射録の記載事項は適切か。
＜照射録記載事項＞
　①照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
　②照射の年月日
　③照射の方法（具体的かつ精細に記載すること)
　④指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容

診療放射線技師法施行規則第
16条

（6）診療用放射線の
安全利用指針の整備

安全利用のための指針が整備されているか。
医療法施行規則第1条の11
第2項第3号の2

（7）安全管理責任者
の配置

診療放射線の利用に係る安全な管理のための責任者が配置されているか。
医療法施行規則第1条の11
第2項第3号の2

（1）医療の安全管理
指針の整備

安全管理のための指針が整備されているか。

（2）
職員研修の実施

安全管理のための職員研修を実施しているか。

（3）
改善のための方策

事故報告等安全の確保を目的とした改善のための方策が取られているか。

（5）照射録

（3）線量測定

医療法施行規則第1条の11第1
項

４　放射線診療の状況

医療法第20条
医薬品医療機器等法第56条

（6）調剤所

（5）向精神薬

（2）標示

５　医療安全管理の状況
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（1）院内感染対策指
針の整備

院内感染対策のための指針の整備されているか。

（2）
職員研修の実施

院内感染のための職員研修を実施しているか。

（3）
改善のための方策

感染症の発生状況及び院内感染対策推進を目的とした改善のための方策が
取られているか。

未使用又は滅菌・消毒済の医療器具は、扉付きの保管庫等に収納されてい
るか。

繰り返し使用する医療器具は、滅菌・消毒済であることを確認して使用し
ているか。また、それを確認できるシステムをとっているか。

滅菌・消毒済器具と使用済器具とを混置していないか。（保管場所の区
別）

（5）
院内感染対策

①洗面所や手洗い場で布製タオルの共用がされていないか。
ペーパータオルを使用する場合、下向き･横向き等汚染されない状況で置
かれているか。
②手指消毒液ボトルに使用開始日を記入し、適正に使用しているか。

（1）安全管理責任者
の配置

医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者が配置されているか。

（2）
職員研修の実施

従業者に対する医薬品の安全使用のための研修を実施しているか。

（3）手順書
医薬品の安全使用のための業務に関する手順書が作成され、その手順書に
基づいて業務が実施されているか。

（4）
改善のための方策

医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使
用を目的とした改善のための方策が取られているか。

（1）安全管理責任者
の配置

医療機器の安全使用のための責任者が配置されているか。

（2）
職員研修の実施

従業者に対する医療機器の安全使用のための研修を実施しているか。

（3）保守点検
医療機器の保守点検に関する計画が策定され、保守点検が適切に実施され
ているか。

（4）
改善のための方策

医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集、その他の医療機器の
安全使用を目的とした改善のための方策が取られているか。

（1）委託契約
①事業許可を受けている収集運搬業者や処分業者と契約しているか。
②委託契約書があるか。
③契約の有効期間は適切か。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第12条の2第3・4項、
同施行令第6条の2

（2）マニフェスト
管理票（マニフェスト）により廃棄物が適切に処理されたことを確認し、
その管理票を５年間保管しているか。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第12条の3第5項、同施
行規則第8条の26

（3）管理責任者
特別管理産業廃棄物管理責任者を定め、前橋市廃棄物対策課に届け出てい
るか。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第12条の2第6・7項

（4）表示
感染性廃棄物を収納した容器に感染性廃棄物である旨および取扱い時の注
意事項を表示している。

感染性廃棄物処理マニュアル

（5）保管

特別管理産業廃棄物保管基準に基づき保管しているか。
＜見やすい箇所に掲示板＞※縦横60㎝以上
　①感染性廃棄物の保管の場所である旨
　②保管する感染性廃棄物の種類
　③保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行規則第8条の13

８　医療機器の安全管理の状況

９　感染性廃棄物の処理

医療法施行規則第1条の11第2
項第3号

医療法施行規則第1条の11第2
項第2号

７　医薬品の安全管理の状況

（4）医療機器の消
毒・滅菌

医療現場における滅菌保証の
ガイドライン

医療法施行規則第1条の11第2
項第1号

６　院内感染対策の状況
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①消火設備（消火栓、消火器）・警報設備が法令に定められたように整備
され、点検されている。

②避難設備が法令に定められたように整備され、点検されているか。

（2）避難誘導標示 避難口への誘導標示がされているか。

関係法令に基づいた各種届出（変更、廃止など）を行っているか。
（例）管理者の住所又は氏名、診療科目、施設の構造設備・用途の変更、
診療放射線機器の更新など

医療法施行令第４条

(1)利用目的の公表
個人情報の利用目的を特定し、公表しているか。
　＜利用目的例＞診療録、処方せん、手術記録、看護記録、X線写真等
　＜公表方法＞院内掲示、ホームページ等

個人情報の保護に関する法律
第15条第1項、第18条第1項

(2)従業者への監督
職員に対して離職後も含めた守秘義務を明示しているか。
（誓約書、雇用契約書等）

個人情報の保護に関する法律
第21条

(1)利用目的の公表
サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じているか。
（「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策のチェックリスト」によ
る確認、インシデント発生時の連絡体制図の作成等）

医療法第14条

１１　医療法等の手続き

医療法20条
医療法施行規則16条
消防法8条

（1）防火設備

１０　防火・防災体制

１４　サイバーセキュリティの確保

１３　個人情報の取り扱い状況

4 / 4 ページ


